
（表面） 

第２号様式（第８条関係） 

 

佐世保市老朽危険空き家除却費補助金交付申請書 

 

令和  年  月  日 

 佐 世 保 市 長 様 

申請者 住 所   

氏 名             

連絡先   

 

 佐世保市補助金等交付規則第３条及び佐世保市老朽危険空き家除却費補助金交

付要綱第８条第１項の規定により、佐世保市老朽危険空き家除却費補助金の交付

について、下記のとおり申請します。 

また、本申請を行うにあたり、裏面の誓約事項に相違ないことを誓約し、これ

らが事実と相違することが判明した場合には、補助金等の交付の決定の全部又は

一部が取り消されることについて同意します。 

なお、誓約事項の確認のため、長崎県警察本部へ申請者情報に関する照会がな

される場合があることを承諾するとともに、申請内容の確認及び他の補助制度の

活用状況について、市長が関係機関へ調査することに同意します。 

 

記 

 

・対象となる土地及び建物 

地名地番：佐世保市 

 

 

 

 

交付申請額  金        円 

 

※交付申請額は、１，０００円未満の端数を切り捨てた額 

 

 

 

 

 

 

記入して下さい 

記入して下さい 

記入不要 

記入不要 



第３号様式（第８条関係） 

工事計画書 

発注者 

（申請者） 

住 所： 

氏 名：            

建築物の概要 

 地 名 地 番 ：佐世保市 

  

 建 築 年 次 ：      年  建築 

 用途（種類）：□戸建住宅 □長屋住宅（  戸） 

        □併用住宅 

         

  

 延 べ 面 積 ：       ㎡ 

 階 数：       階 

 構 造：   造 

 門・塀の有無：□有・□無 

工事の概要 

 □ 建築物のすべてを除却 

  門・塀の除却（□除却する・□除却しない） 

 □ 長屋住宅の一戸を除却 

 ※長屋住宅の一戸を除却する場合は、除却を行う箇所の 

図面を添付してください。 

受注予定者 

（施工予定者） 

本店所在地 

又は住所 
 

商号及び代

表者名又は

個人氏名                    

許可番号 

(登録番号) 

□ 建設業許可 

□ 国土交通大臣 ・ □ 長崎県知事 

（  －  ）第  号（     工事業） 

主任（監理）技術者の氏名： 

□ 解体工事業登録 

長崎県知事 登内－  第   号 

技術管理者の氏名： 

担当者名  

連絡先  

工事見積額  金          円 ※消費税相当額を除く 

 

記入して下さい 

矢印以降は施工業者に記入を

お願いして下さい。 

または、施工業者に電話等で確

認されてご自身で記入されて

もかまいません。 

記入不要 

記入不要 



（裏面） 

申請者区分 

□１．登記事項証明書（未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定

資産税納税通知書）に所有者として記録されている者 

 □２．１の者の相続人 

 □３．公的機関が発行した書類により、不在者財産管理人、成年後見

人等の補助対象建築物を処分する権限を有する者であると認

められるもの 

□４．１、２又は３の者から対象建築物の除却について同意を受け

た者 

□５．その他市長が認める者 

対象となる建物 

□ 現在において空き家である。 

□ 空家等対策の推進に資する使用に限り、佐世保市が当該現場写真

を使用することを認める。 

他の制度等に基づく 

補助金の申請の有無 

 □ 有 

□ 無 

添付書類  □ 市税を滞納していないことの証明書 

 □ 工事計画書（第３号様式） 

 □ 工事見積書（内訳明細の付いたもの） 

 [以下は必要に応じて添付] 

□ 固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書の写し 

□ 共有者（相続人）及び物権（賃借権を含む）設定者の同意書 

□ 同意書に押印された印鑑の印鑑登録証明書 

 □ 委任状 

 □ その他（                ） 

 

誓 約 事 項 

① 私は、「佐世保市暴力団排除条例（平成２４年条例第１号）」（以下「暴力団排除条例」と

いう。）に規定された暴力団又は暴力団員ではありません。 

② 私は、暴力団排除条例に規定された暴力団又は暴力団員と以下の関係を有する者ではありま

せん。 

⑴ 正当な理由がなく暴力団の活動又は暴力団の活動を助長する活動に参加し、関与し、又は

協力した者 

⑵ 暴力団員が役員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第９条第２１号ロに規定する役員をいう。）となっている事業者又は暴力団員により実質

的にその運営を支配されている事業者 

⑶ 自己若しくは特定の者の利益を図る目的又は特定の者に損害を与える目的をもって、暴力

団の威力を利用した者 

⑷ 法令上の義務としてする場合、情を知らないでする場合その他の正当な理由がある場合を

除き、暴力団又は暴力団員に対して金品その他の財産上の利益を供与した者 

⑸ 暴力団と友人又は知人として会食、遊戯、旅行、スポーツその他の行為を共にする等社会

的に非難される関係を有し、又は有していた者 

⑹  その他暴力団関係者であるとして、警察等捜査機関から通報があった者、若しくは警察等

捜査機関が確認した者 

該当箇所 

に☑を 

記入して 

下さい 

記入不要 


